
 

 

令和８年１月９日 

 

報道関係 各位 

 

高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて 

 

当市において高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費

を過大に支給していたことが判明いたしましたので、お知らせいたします。 

誤りが判明した経緯は、令和７年１２月２日に他県で同様の誤りがあったことが報道されたた

め、当市においても確認したところ、判明したものです。 

対象の方をはじめ、市民の皆様に、ご迷惑、ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げますととも

に、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいります。詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．概要 

 国民健康保険には、所得に応じて１か月当たりの医療費負担額の上限（自己負担限度額）を設

け、その上限を超えて医療機関等の窓口でご負担をされた場合は「高額療養費」として、その超え

た分を保険者である市がお支払いする制度があります。 

 海外から転入し、１月１日時点で国内に住所を有しない国民健康保険被保険者の海外での収入

は、日本国内での収入とは見ないため、国民健康保険では原則として「住民税非課税世帯」と判定

されますが、自己負担限度額の区分判定に際しては、１月１日時点で国内に住所を有しない国民健

康保険被保険者がいる世帯は「住民税課税世帯の最も低い区分」を適用することが法令で規定され

ています。 

しかしながら、原則どおり「住民税非課税世帯の区分」を適用するものと誤解し、その区分を適

用してしまいました。そのため、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給してしまいまし

た。 

 

２．経緯 

 令和７年１２月２日（火） 

 県外他市町村において発生した高額療養費等の過大支給の報道 

  当市においても確認したところ同じ適用誤りがあることが判明 

過大支給額の調査を開始 

 

 令和８年１月８日（木） 

  調査終了（結果は次ページの３．のとおり） 

  対象者への謝罪と事情説明を開始 

 

 

（次ページへ） 

 
 



３．対象世帯数および過大支給額 

 ６世帯 合計２５９，８５２円 

  過大に支給した額が最も多かった世帯の金額 ：１４５，９１２円 

  過大に支給した額が最も少なかった世帯の金額： １９，８９０円 

 ※法令の規定により時効消滅とならない過去５年分が対象 

 

４．原因 

 法制度の誤解により、法令の規定を誤って適用していたため。 

 

５．今後の対応 

 引き続き、対象世帯の方へ謝罪と事情説明を行い、過大支給分の返還をお願いしてまいります。 

 

６．再発防止について 

 適切な法解釈の徹底、および当該事務処理に係るマニュアルの整備により、再発防止に努めてまい

ります。 

 

７．参考（自己負担限度額概要・月額） 

①７０歳未満の方の場合 

区分 所得区分 限度額 

ア 

（略） イ 

ウ 

エ 基準総所得額 ２１０万円以下 ５７，６００円 

オ 住民税非課税世帯 ３５，４００円 

 

②７０歳以上７５歳未満の方の場合 

所得区分 
外来 

（個人単位） 

外来＋入院 

（世帯単位） 

現役並み所得者Ⅲ 

（略） 現役並み所得者Ⅱ 

現役並み所得者Ⅰ 

一般 １８，０００円 ５７，６００円 

低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円 

低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円 

 

←課税世帯の最も低い区分 
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